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シニア契約社員の雇用及び労働条件に関する労働協約締結に関する申し入れ

ＪＲ東海労と会社は９月 25 日、シニア契約社員制度の導入について基本協約改

訂に関する議事録確認を行った。

会社は 11 月１日より「シニア契約社員制度について」として、各職場で社員向

けに具体的な募集方法・時期等や業務内容、今後の予定などについて掲示で明ら

かにした。

ＪＲ東海労は、シニア契約社員の雇用及び労働条件について、労働協約として

締結することが必要であると考える。従って以下の通り申し入れるので、団体交

渉を開催し、シニア契約社員の雇用および労働条件について労働協約として締結

すること。

記

１．シニア契約社員の雇用および労働条件を、労働協約として締結すること。

以上


